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   提 案 理 由 

 大企業の内部留保に課税を求めるため、この案を提出する。 



大企業の内部留保に課税を求める意見書 

 

２０１２年から２０年にかけて大企業の内部留保は１３０兆円も増え４６６兆

円となりました。その一方で、働く人の実質賃金は増えず、年収で２２万円も減

となっています。 

 大企業が大もうけしても、内部留保が膨らみ続けるばかりで、国民は豊かにな

らない日本経済を転換するために、大企業の内部留保に適正な課税をすべきです。 

内部留保課税の対象から賃上げ額を控除することで、各企業に賃上げを促しま

す。国内設備投資額も課税対象から控除することも必要です。企業内に滞留して

いる巨額の内部留保を賃上げや気候危機打開に向けた「グリーン投資」などにつ

なげれば、日本経済の再生をはかる道を開くことができます。 

課税された財源は、最低賃金を時給１５００円に引き上げるための中小企業、

中堅企業支援、社会保険料の企業負担分の軽減に使います。 

内部留保課税は、大企業でも中小企業でも賃上げがすすむ土台をつくることが

できます。税の不公平を改め、賃上げや気候変動対策などへの投資を促進させる

ために、内部留保へ課税することを求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和４年３月  日 
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